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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の廃止

（鹿児島地域振興局取扱い）５

公 告

○落札者等の公告 （学校施設課取扱い）５

選 挙 管 理 委 員 会 告 示

○衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙人名簿登録の期日等（選挙管理委員会取扱い）６

○衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場へのポスター掲示開始期日

（選挙管理委員会取扱い）６

○衆議院小選挙区選出議員選挙における在外選挙人名簿の縦覧の期間

（選挙管理委員会取扱い）６

鹿児島県告示第1288号

鹿児島県青少年保護育成条例（昭和36年鹿児島県条例第65号）第８条第２項の規定により，

有害な映画等として次のとおり指定した。

平成24年11月30日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

指 定 指 定 年 月 指 定 製作又は配給 指 定
題 名 指 定 理 由

番 号 日 種 別 社 箇 所

8174 平成 2 4年 映 画 四十八手 勃ちっぱなし 新東宝映画 全 部 著 し く 青

8175 1 1月21日 女医の清浄下半身 味わってみたい 新日本映像 少 年 の 性 的

8176 セクシー変化 たまらない生尻 オーピー映画 感 情 を 刺 激

8177 白衣のＳＥＸケア 好淫診察 新東宝映画 し ， そ の 健

8178 ノーパン尼寺 熟れた茂み 新日本映像 全 な 育 成 を

8179 お色気女将 みだら開き オーピー映画 阻 害 す る お

8180 秘書とお医者さんごっこ 新東宝映画 それがある。
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8181 白衣にしみる愛液 新東宝映画

8182 さみしい未亡人 なぐさめの悶え オーピー映画

鹿児島県告示第1289号

鹿児島県青少年保護育成条例（昭和36年鹿児島県条例第65号）第９条第２項の規定により，

有害な図書等として次のとおり指定した。

平成24年11月30日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

指 定 指 定 年 月 指 定 指 定
書 名 発 行 所 指 定 理 由

番 号 日 種 別 箇 所

24753 平成 2 4年 雑 誌 ｍｉｎｉパラ 竹 書 房 全 部 著 し く 青

11月21日 12月号 08493-12 少 年 の 性 的

24754 ｍｉｎｉ Ｂｅｒｒｙ 秋 水 社 感 情 を 刺 激

vol.５ 18426-11 し ， 又 は 著

24755 ｐｅｔｉｔ Ｒｏｓｅ 秋 水 社 し く 青 少 年

vol.１ 18328-12 の 粗 暴 性 若

24756 恋愛Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎラブレボ 宙 出 版 し く は 残 虐

12月号 19667-12 性を助長し，

24757 恋愛白書パステル 宙 出 版 そ の 健 全 な

12月号 19625-12 育 成 を 阻 害

24758 微熱ＳＵＰＥＲデラックス セ ブ ン 新 社 す る お そ れ

12月号 07689-12 が あ る 。

24759 サムソン 海 鳴 館

12月号 04133-12

24760 快楽天 ワ ニ マ ガ ジ

12月号 13877-12 ン 社

24761 ＣＯＭＩＣ ペンギンクラブ 富 士 美 出 版

12月号 07913-12

24762 アクションピザッツスペシャル 双 葉 社

12月号 11420-12

24763 漫画ばんがいち コ ア マ ガ ジ

12月号 18295-12 ン

24764 ＣＯＭＩＣ キャノプリ ジ ー オ ー テ

12・１月合併号 12955-01 ィ ー

24765 コミック Ｐフラート マ ッ ク ス

vol.20 13760-12

24766 本当にあったＨな体験教えます リ イ ド 社

総集編vol.２ 18614-12

24767 実話ナックルズ ミ リ オ ン 出

12月号 04877-12 版

鹿児島県告示第1290号

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和41年法律第126号）第６条第

１項の規定により，南九州市牧之内入会林野整備組合代表者西迫正則からなされた牧之内入会

林野整備計画の認可の申請を平成24年11月22日適当と決定したので，関係書類を次のとおり縦

覧に供する。

なお，当該入会林野整備計画に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者その他

これらの土地又は物件に関し権利を有する者は，当該決定に対して異議があるときは，縦覧期

間の満了する日の翌日から起算して30日を経過する日までに，鹿児島県知事に対して異議の申

出をすることができる。

鹿 児 島 県 公 報 平成24年11月30日（金）第2860号
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平成24年11月30日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 縦覧書類の名称

入会林野整備計画書の写し

２ 縦覧期間

平成24年11月30日から平成25年１月４日まで

３ 縦覧場所

鹿児島県環境林務部森林経営課及び南地域振興局農林水産部林務水産課並びに南九州市

役所頴娃支所

鹿児島県告示第1291号

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和41年法律第126号）第11条第

１項の規定により，枕崎市東鹿篭入会林野整備組合代表者城森幸三の認可申請に係る東鹿篭入

会林野整備計画を平成24年11月21日認可した。

平成24年11月30日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県告示第1292号

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により，次のとおり保安林として

指定する予定である。

平成24年11月30日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 保安林予定森林の所在場所

西之表市伊関字一葉山1326番１，字大開1333番１，字御前開キ1342番１，字蕨ノ打跡1346

番１

２ 指定の目的

水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 次の森林については，主伐は，択伐による。

字蕨ノ打跡1346番１（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については，主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は，省略し，その図面及び関係書類を鹿児島県環境林務部

森づくり推進課及び西之表市役所に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第1293号

医師の駐在機関を次のとおり設置する。

平成24年11月30日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

駐 在 機 関 名 駐 在 地 担 当 事 務 設 置 年 月 日

保健医療福祉課南さつま 県立南病院内 診療に関する事務 平成24年12月１日

市加世田駐在機関

鹿児島県告示第1294号

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により，国土地理院長から次のとおり
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基本測量を実施する旨の通知があった。

平成24年11月30日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 作業の種類 基本測量（空中写真撮影・オルソ作成）

２ 作業の期間 平成24年11月19日から平成25年３月31日まで

３ 作業の地域 曽於市，志布志市，奄美市，瀬戸内町，龍郷町及び喜界町

鹿児島県告示第1295号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により，次のとおり道路の区域を変更

した。

なお，区域を表示した図面は，平成24年11月30日から２週間，鹿児島県土木部道路維持課に

おいて一般の縦覧に供する。

平成24年11月30日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

道路 変更
敷地の幅員 敷地の延長

の 路 線 名 変 更 の 区 間 前後
（メートル） （メートル）

種類 の別

国道 267号 摩郡さつま町轟町１番１ 前 9.5～24.1 254.2

地先から同町宮之城屋地字 前 14.3～26.1 237.3

川原2748番１地先まで 後 14.3～26.1 237.3

鹿児島県告示第1296号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）

第６条第１項の規定により，次のとおり土砂災害警戒区域を指定する。

なお，土砂災害警戒区域の表示については，次の図のとおりとする。

平成24年11月30日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

土砂災害の発生

原因となる自然 市町村名 土 砂 災 害 警 戒 区 域 の 名 称

現象の種類

急傾斜地の崩壊 阿久根市 急・折多１，急・戸柱１，急・戸柱２，急・高松下１及び

急・東高松１

土石流 阿久根市 土・折多１，土・折多２，土・大林１，土・大林２，土・

大林３及び土・大林４

（「次の図」は，省略し，その図面を鹿児島県土木部砂防課及び北地域振興局建設部河川

港湾課に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第1297号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）

第８条第１項の規定により，次のとおり土砂災害特別警戒区域を指定する。

なお，土砂災害特別警戒区域の表示及び建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項につ

いては，次の図のとおりとする。

平成24年11月30日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

土砂災害の発生

原因となる自然 市町村名 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 の 名 称

現象の種類

急傾斜地の崩壊 阿久根市 急・折多１，急・戸柱１，急・戸柱２，急・高松下１及び

急・東高松１

土石流 阿久根市 土・大林４
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（「次の図」は，省略し，その図面を鹿児島県土木部砂防課及び北地域振興局建設部河川

港湾課に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第1298号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規

定により霧島市から都市計画の変更に係る図書の写しの送付を受けたので，同法第21条第２項

において準用する同法第20条第２項の規定により，次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成24年11月30日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 都市計画の種類及び名称

 種類 国分都市計画及び隼人都市計画下水道

 名称 国分隼人公共下水道

２ 関係図書の縦覧場所

鹿児島県土木部都市計画課

鹿児島地域振興局告示第68号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定により，指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があった。

平成24年11月30日

鹿児島地域振興局長 灰床義博

事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

ｉテラス いちき串木野市 医療法人いとう いちき串木野市 伊東 一則 平成24年 就 労 移 行

曙町95番地 耳鼻科 曙町95番地 12月31日 支 援

落札者等の公告

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

平成24年11月30日

鹿児島県教育委員会教育長 六反省一

１ 落札に係る物品等の名称及び数量

県立学校で使用するパソコンの賃貸借 493台

２ 特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

鹿児島県教育庁学校施設課企画助成係

鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号 890－8577

３ 落札者を決定した日

平成24年10月10日

４ 落札者の氏名及び住所

富士通リース株式会社九州支店

福岡市博多区東比恵三丁目１番２号

５ 落札金額

158,274,543円

６ 特定調達契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告を行った日

平成24年８月28日

公 告
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鹿児島県選挙管理委員会告示第59号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第２項の規定により，平成24年12月16日執行の

衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙人名簿の登録について，被登録資格の決定の基準と

なる日，登録を行う日及び縦覧の期間を次のとおり定めた。

平成24年11月30日

鹿児島県選挙管理委員会委員長 鎌田六郎

１ 被登録資格の決定の基準となる日

平成24年12月３日

ただし，年齢については同月16日

２ 登録を行う日

平成24年12月３日

３ 縦覧に供する期間

平成24年12月４日

鹿児島県選挙管理委員会告示第60号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第144条の２第５項の規定により，平成24年12月16日執

行の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場にポスターを掲示することができる

日を同月４日からと定めた。

平成24年11月30日

鹿児島県選挙管理委員会委員長 鎌田六郎

鹿児島県選挙管理委員会告示第61号

公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第23条の11第２項の規定により，平成24年12月16

日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における在外選挙人名簿に係る縦覧の期間は，同月４日

と定めた。

平成24年11月30日

鹿児島県選挙管理委員会委員長 鎌田六郎

選 挙 管 理 委 員 会 告 示


